
令 和 8 年 度 （ 2026 年 度 ） 八 王 子 市  

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、雨 水 の 流 出 を 抑 制 し 、並 び に 地 下 水 の 涵 養 を 促 し 、

健 全 な 水 循 環 の 再 生 を 図 る た め 、八 王 子 市 内 で 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る

も の に 対 し 、 そ の 設 置 に 要 す る 費 用 の 一 部 に つ い て 、 市 が 予 算 の 範 囲 内

で 交 付 す る 補 助 金 に つ き 、 補 助 金 等 の 交 付 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和

3 5 年 八 王 子 市 規 則 第 1 9 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 雨 水 浸 透 施 設 と は 、八 王 子 市 内 の 住 宅 等 の 既

存 建 物 の 屋 根 に 降 っ た 雨 水 を 地 下 に 浸 透 さ せ る 構 造 を も っ た 雨 水 浸 透

ま す 及 び 雨 水 浸 透 管 （ 雨 水 浸 透 ト レ ン チ ） で 、 別 に 定 め る 八 王 子 市 雨 水

浸 透 施 設 設 置 基 準 に 適 合 す る も の を い う 。  

 

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 対 象 者 は 、 市 内 に 建 物 、 若 し く は そ の 敷 地 を 所 有 し て

い る 者 、 又 は 所 有 す る 者 の 同 意 を 得 た 者 と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る も

の は 除 く も の と す る 。  

（ １ ）  八 王 子 市 宅 地 開 発 指 導 要 綱（ 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）第 ３ 条

に 規 定 す る 事 業 に 伴 い 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る も の  

（ ２ ）  八 王 子 市 集 合 住 宅 等 建 築 指 導 要 綱 （ 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）

第 ３ 条 に 規 定 す る 事 業 に 伴 い 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る も の  

（ ３ ）  都 市 計 画 法 第 4 3 条 等 の 規 定 に よ り 、 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す

る も の  

（ ４ ）  国 、 地 方 公 共 団 体 及 び そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 団 体  

（ ５ ）  こ の 要 綱 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 雨 水 浸 透 施

設 を 設 置 す る 建 物 に 、 同 一 年 度 内 に こ の 要 綱 に よ り 市 の 補 助

金 を 受 け て 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 し た こ と の あ る も の  

（ ６ ）  本 市 に お い て 市 税 を 滞 納 し て い る 者  

（ ７ ）  雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る 敷 地 の 建 物 が 、仮 設 住 宅 で あ る も の  

（ ８ ）  雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る 敷 地 又 は 建 物 が 、不 動 産 業 者 、建 築

業 者 等 に よ り 売 買 を 目 的 と し て 所 有 又 は 使 用 さ れ て い る も の  

（ ９ ）  屋 根 面 積 が 2 0 ㎡ 未 満 の 建 物 で あ る も の  

（ １ ０ ）  建 物 の 新 築 、 増 改 築 に 伴 い 設 置 す る も の  

 

(対 象 区 域 )  

第 ４ 条  対 象 区 域 は 市 内 全 域 と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 域 を

除 く 。  

（ １ ）  急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 及 び 地 す べ り 防 止 区 域  

（ ２ ）  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る こ と に よ

り 安 全 性 等 が 損 な わ れ る お そ れ の あ る 区 域  

 

(施 工 者 )  

第 ５ 条  雨 水 浸 透 施 設 の 設 置 工 事 は 、 八 王 子 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 4 1 年

八 王 子 市 下 水 道 条 例 第 ９ 号 ） 第 1 0 条 に 規 定 す る 八 王 子 市 排 水 設 備 工 事



指 定 工 事 店 が 施 工 す る も の と す る 。  

 

２  施 工 に あ た っ て は 、 標 準 工 事 費 単 価 を 踏 ま え た も の と す る 。  

 

(補 助 金 額 )  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、別 に 定 め る 標 準 工 事 費 単 価 に 設 置 数 量 を 乗 じ て

得 た 額 の 1 0 分 の ９ に 相 当 す る 額 、 又 は 、 当 該 工 事 に 要 し た 額 （ 消 費 税

を 含 む 。） の 1 0 分 の ９ に 相 当 す る 額 の う ち い ず れ か 少 な い 額 と す る

（ 1 , 0 0 0 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る ）。 

た だ し 、 市 の 定 め る 雨 水 浸 透 強 化 地 区 内 に 設 置 さ れ る も の に つ い て は 、

「 1 0 分 の ９ 」 を 「 1 0 分 の 1 0」 と す る 。  

 

２  補 助 金 の 限 度 額 は 、 4 0 0 , 0 0 0 円 と す る 。  

 

(交 付 申 請 )  

第 ７ 条  補 助 の 交 付 を 受 け よ う と す る も の は 、雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金  

交 付 申 請 書 (第 １ 号 様 式 )に よ り 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 す

る も の と す る 。  

（ １ ）  内 訳 を 含 む 設 置 工 事 の 見 積 書  

（ ２ ）  雨 水 浸 透 施 設 配 置 図  

（ ３ ）  雨 水 浸 透 施 設 構 造 図  

（ ４ ）  浸 透 施 設 の 貯 留 浸 透 能 力 を 示 す 書 類  

 

２  前 項 の 申 請 は 、 設 置 工 事 の 着 手 前 に 行 う も の と す る 。  

 

(交 付 決 定 )  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係

る 書 類 の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書 (第 ２ 号 様 式 )に よ り 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 に あ た り 、 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

 

３  市 長 は 前 項 の 審 査 の 結 果 、 補 助 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た と き は 、

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 (第 ３ 号 様 式 )に よ り 申 請 者

に 通 知 す る 。  

 

(変 更 申 請 等 )  

第 ９ 条  交 付 の 決 定 を 受 け た も の は 、 申 請 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、

必 要 な 書 類 を 添 え て 雨 水 浸 透 施 設 設 置 工 事 変 更 申 請 書 (第 ４ 号 様 式 )に

よ り 市 長 に 変 更 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知

書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

３  市 長 は 前 項 の 審 査 の 結 果 、 補 助 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た と き は 、

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 変 更 不 交 付 決 定 通 知 書 (第 ６ 号 様 式 )に よ り 申



請 者 に 通 知 す る 。  

 

４  交 付 の 決 定 を 受 け た も の が 、第 ７ 条 に 規 定 す る 申 請 を 取 下 げ る と き

は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 申 請 取 下 届 （ 第 ７ 号 様 式 ） を 市 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

 

(設 置 完 了 報 告 )  

第 1 0 条  交 付 の 決 定 を 受 け た も の は 、 雨 水 浸 透 施 設 の 設 置 工 事 の 完 了

後 、 速 や か に 雨 水 浸 透 施 設 設 置 完 了 報 告 書 (第 ８ 号 様 式 )に 、 次 に 掲 げ る

書 類 を 添 え て 、 令 和 ９ 年 （ 2 0 2 7 年 ） １ 月 3 1 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  工 事 の 内 訳 が 分 か る 工 事 費 領 収 書 、 又 は そ れ に 準 ず る も の  

（ ２ ）  工 事 写 真  

（ ３ ）  竣 工 図 （ 平 面 図 と 構 造 図 ）  

 

(補 助 金 額 の 確 定 )  

第 1 1 条  市 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 完 了 報 告 書 を 受 け た と き は 、 そ の 内

容 を 審 査 す る と と も に 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 を 行 い 、そ の 報 告 書 の 内 容

が 補 助 金 の 交 付 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め た 場 合

は 、 補 助 金 額 を 確 定 し 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 額 確 定 通 知 書 （ 第 ９ 号

様 式 ） に よ り 、 交 付 の 決 定 を 受 け た も の に 通 知 す る 。  

 

（ 補 助 金 の 請 求 及 び 交 付 ）  

第 1 2 条  前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助

金 交 付 請 求 書 (第 1 0 号 様 式 )に よ り 、 速 や か に 補 助 金 の 交 付 を 請 求 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 請 求 が あ っ た と き は 、 内 容 を 審 査 し 、 補 助

金 を 交 付 す る 。  

 

(交 付 決 定 の 取 消 )  

第 1 3 条  市 長 は 、 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補

助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ）  偽 り 、 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と き 。 

（ ２ ）  こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 、又 は 市 長 の 付 し た 条 件 に 従

わ な か っ た と き 。  

 

(補 助 金 の 返 還 )   

第 1 4 条  市 長 は 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場

合 に お い て 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 返 還 を

命 じ る こ と が で き る 。  

 

(維 持 管 理 )  

第 1 5 条  こ の 要 綱 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 定 期 的 な 点 検 ・

清 掃 等 を 行 う 等 、雨 水 浸 透 施 設 機 能 の 維 持 の た め 適 切 な 維 持 管 理 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 維 持 管 理 協 定 ）  



第 1 6  条  こ の 要 綱 に よ り 第 1 1 条 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た 者 は 、前 条 の

規 定 に よ り 、 雨 水 浸 透 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 協 定 書 （ 第 1 1 号 様 式 ）

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

（ 委 任 ）  

第 1 7 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

 

 附  則  

こ の 要 綱 は ､令 和 ８ 年 （ 2 0 2 6 年 ） ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 １ 号 様 式 （ 第 ７ 条 第 １ 項 ）  

 

                    令 和   年   月   日  

八  王  子  市  長  殿  

 

申 請 者  住 所               

ふ り が な   

氏 名               

 

電 話    （    ）        

 

雨水浸透施設設置補助金交付申請書  

 

八 王 子 市 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 第 １ 項 に 基 づ き 補 助 金

の 交 付 を 受 け た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

な お 、 市 税 の 納 付 状 況 に つ い て 確 認 さ れ る こ と に 同 意 し ま す 。  

記  

設 置 場 所 八 王 子 市                       

交 付 申 請 額 

算定方法  
 

交 付 申 請 額           円  

工 事 に 要 す る 額            円  

工 事 予 定 期 間      年   月   日  ～      年   月   日  

指 定 工 事 店 名  

 住 所  

名 称  

電 話  

担 当 者 氏 名  

担 当 者 電 話  

暴 力 団 で な い こ と の 宣 誓  

暴 力 団 の 利 益 と な る 活 動 を 制 限 す る た め 、私 は 暴 力 団 で な い こ と を 宣 誓

し 、 次 の こ と に つ い て 同 意 し ま す 。（ □ に レ チ ェ ッ ク ）  

・ 暴 力 団 に よ る 利 用 が あ る か を 確 認 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、所 轄 の 警 察

署 へ 照 会 さ れ る こ と が あ り ま す 。  

・ 交 付 決 定 後 に 暴 力 団 の 利 益 と な る 利 用 で あ る こ と が 判 明 し 、八 王 子 市

暴 力 団 排 除 条 例 第 9 条 の 規 定 に よ る 交 付 の 取 り 消 し が あ っ た 場 合 は 、

給 付 （ 補 助 ） 金 を 返 還 し ま す 。  

※ 添付書類：見積書（工事内訳を含む）・図面（配置図・構造図）・貯留浸透能力資料  

※下記の欄には記入しないで下さい。  

工 事 費 選 定  標 準 工 事 費  ・  工 事 に 要 す る 額  受  付  

特 記 事 項   

 

本 申 請 書 を 受 理 し 、 市 税 納 付 状 況 を 照 会 す る 。  

課 長  主 査  主 任  課 員  担 当  

     



第２号様式（第８条第１項）                            八環下第    号  

令和  年（   年）  月   日  

 

                様  

八王子市長        

 

 

雨水浸透施設設置補助金交付決定通知書  

 

令和    年（       年）    月    日付で交付申請のあった雨水浸透施設設置

補助金について、審査の結果交付することを決定したので、八王子市雨水浸透施設設

置補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり通知します。  

 なお、施工は更新世の内容で実施し、雨水浸透施設の機能を維持するために定期的

な点検・清掃など、適切な維持管理を行ってください。 

 補助対象工事の内容を変更する場合または中止する場合は、速やかに工事変更申請

書または取下届を提出してください。 

 

 

記  

 

 

 

交付決定金額                円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条第３項）  

                      八環下第       号  

令和 年（  年） 月 日  

 

        

 

様  

 

八王子市長   

 

 

 

雨水浸透施設設置補助金不交付決定通知書  

 

令和  年（    年）  月  日付で交付申請のあった雨水浸透施設

設置補助金については、審査の結果､下記の理由により不交付と決定しました

ので、八王子市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第８条第３項の規定により通

知します。  

 

   

記  

 

 

（ 理  由 ）   

 

 



第 ４ 号 様 式 （ 第 ９ 条 第 １ 項 ）  

 

                     令 和   年   月   日  

八  王  子  市  長  殿  

 

申 請 者  住 所               

ふ り が な  

氏 名                

 

電 話    （    ）       

 

雨 水 浸 透 施 設 設 置 工 事 変 更 申 請 書  

 

雨 水 浸 透 施 設 設 置 工 事 の 変 更 を し た い の で 、八 王 子 市 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助

金 交 付 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。  

記  

交 付 決 定 日  令 和   年   月   日  

記 号 番 号  八 環 下 第    号  

交 付 決 定 額            円  

設 置 場 所  八 王 子 市                       

変 更 内 容   

交 付 申 請 額  

算 定 方 法  
 

変 更 交 付 申 請 額         円  
変 更 後 の 工 事  

に 要 す る 額  
      円  

工 事 予 定 期 間      年   月   日  ～      年   月   日  

指 定 工 事 店 名  

住 所  

名 称  

電 話  

担 当 者 氏 名  

担 当 者 電 話  

※ 添 付 書 類 ：見 積 書（ 工 事 内 訳 を 含 む ）・ 図 面（ 配 置 図 ・ 構 造 図 ）・

貯 留 浸 透 能 力 資 料  

※ 下 記 の 欄 に は 記 入 し な い で 下 さ い 。  

工 事 費 選 定  標 準 工 事 費  ・  工 事 に 要 す る 額  受  付  

特 記 事 項   

 

本 申 請 書 を 受 理 す る 。  

課 長  主 査  主 任  課 員  担 当  

     

 



第５号様式（第９条第２項）  

八環下第       号  

令和 年（  年） 月 日  

 

 

様  

 

             八王子市長          

 

 

 

雨水浸透施設設置補助金変更交付決定通知書  

 

 

令和  年（   年）  月  日付で変更申請のあった雨水浸透施設設

置補助金について交付することを決定したので、八王子市雨水浸透施設設置補

助金交付要綱第９条第２項の規定により下記のとおり決定したので通知しま

す。  

補 助 対 象 工 事 の 内 容 を 変 更 す る 場 合 ま た は 中 止 す る 場 合 は 、速 や

か に 工 事 変 更 申 請 書 ま た は 取 下 届 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

 

 

記  

 

  

 

 

交 付 決 定 金 額            円  

 

 

 

 



第６号様式（第９条第３項）  

                  八環下第       号  

令和 年（  年） 月 日  

 

 

 

様  

 

八王子市長   

 

 

 

雨水浸透施設設置補助金変更不交付決定通知書  

 

令和  年（    年）  月  日付で変更申請のあった雨水浸透施設

設置補助金については、審査の結果､下記の理由により不交付と決定しました

ので、八王子市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第９条第３項の規定により通

知します。  

 

   

記  

 

 

（ 理  由 ）   

 

 



第 ７ 号 様 式 （ 第 ９ 条 第 ４ 項 ）  

 

                    令 和    年   月   日  

八  王  子  市  長  殿  

 

申 請 者  住 所               

ふ り が な  

氏 名               

 

電 話    （    ）       

 

雨水浸透施設設置申請取下届  

 

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 交 付 申 請 に つ い て 下 記 の と お り 取 下 げ を し た い

の で 、 八王子市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第９条第４項の規定により届け出ま

す。  

 

記  

 

設 置 場 所 八 王 子 市                     

交 付 決 定 日 令 和    年   月   日  

記 号 番 号 八 環 下 第    号  

交 付 決 定 額           円  

取 下 げ 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下 記 の 欄 に は 記 入 し な い で 下 さ い 。  

特 記 事 項   受  付  

本 報 告 書 を 受 理 す る 。  

 
課 長  主 査  主 任  課 員  担 当  

     

 

 

 



第 ８ 号 様 式 （ 第 １ ０ 条 ）  

 

令 和   年   月   日  

 

八  王  子  市  長  殿  

 

申 請 者  住 所               

ふ り が な  

氏 名               

 

電 話    （    ）       

 

雨水浸透施設設置完了報告書  

 

雨 水 浸 透 施 設 工 事 に つ い て 完 了 し た の で 、八 王 子 市 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助

金 交 付 要 綱 第 １ ０ 条 に よ り 報 告 し ま す 。  

記  

交 付 決 定 日 令 和   年   月   日  

記 号 番 号  八 環 下 第    号  

交 付 決 定 額           円  

設 置 場 所 八 王 子 市                      

完 了 年 月 日 令 和   年   月   日  

工 事 に 要 し た 額            円  

指 定 工 事 店 名  

 住 所  

名 称  

電 話  

担 当 者 氏 名  

担 当 者 電 話  

 

※ 添付書類：領収書（工事内訳を含む）・竣工図（平面図と構造図）・工事写真  

※下記の欄には記入しないで下さい。  

 

特 記 事 項   受  付  

本 報 告 書 を 受 理 す る 。  

 
課 長  主 査  主 任  課 員  担 当  

     

 



第 ９ 号 様 式（ 第 １ １ 条 ）          八 環 下 第     号  

令 和  年 （   年 ）  月  日  

 

 

         様  

 

八 王 子 市 長  

 

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 額 確 定 通 知 書  

 

令 和  年（   年 ） 月  日 付  八 環 下 第    号 で 交 付 を 決 定

し た 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 に つ い て 、八 王 子 市 雨 水 浸 透 施 設 設 置

補 助 金 交 付 要 綱 第 11 条 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 交 付 額 が 確 定 し

た の で 通 知 し ま す 。  

 

 

記  

 

 

 

 

 

補助金確定額           円  

 

 

 

 



第１０号様式（第１２条第１項）  

令 和   年   月   日  

   

八 王 子 市 長  殿  

住 所              

氏 名
ふりがな

             

電 話               

 

雨水浸透施設設置補助金交付請求書  

 

令和   年   月   日付  八環下第    号により確定のあった雨

水浸透施設設置補助金について、八王子市雨水浸透施設設置補助金交付要綱第１

２条第１項の規定により下記金額を請求します。  

  

記  

 

 

請求額        円  



第１１号様式（第１６条）  

雨水浸透施設の維持管理に関する協定書  

 

 八王子市及び            （ 以下 「 所有者 」 という。 ） は、所有者が八王子市                  

に設置した雨水浸透施設が果たす公益的な機能を充分に発揮させるため、次のとおり当該

雨水浸透施設の管理に関する協定を締結する。 

 （対象施設）  

第１条  この協定が対象とする施設は、その設置に関し令和 8 年度（2026 年度）八王子市雨

水浸透施設設置補助金交付要綱（令和 8年４月１日決定。以下「要綱」という。）の規定に基

づき所有者が補助金の交付を受けた雨水浸透施設（以下「施設」という。）とする。  

 （協定期間）  

第２条  この協定の存続期間は、この協定の締結の日から所有者が施設を廃止する日までと

する。 

 （維持管理の実施等）  

第３条  所有者は、施設が要綱の規定に基づいて具備すべき機能を充分に発揮させるため、

施設の点検、清掃その他施設の維持管理に必要な措置を経常的に行い、及び当該措置に

要する費用を負担する。 

 （破損時の修復等）  

第４条  施設の設置完了後又は工事完了後に、目詰まり、変形、破損、浮き上がり等により施

設の機能に異常が生じ、事故、問題等が発生した場合は、所有者の責により復旧し、及び解

決しなければならない。 

 （善管注意）  

第５条  所有者は、施設を善良なる管理をもって管理し、その機能の保全に努めなければなら

ない。 

２  所有者は、施設を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、書面をもって八王子市

に届出をし、承認を受けなければならない。 

 （譲渡時の措置等）  

第６条  所有者は、自らの転居その他の事情により施設の所有権の第三者への移転を行う場

合は、あらかじめ、この協定の規定に基づき所有者が遵守すべき事項について、当該移転を

受ける者（以下「譲受人」という。）に説明し、その理解を得るよう努めなければならない。  

２  所有者は、前項の規定による移転に係る契約の締結に当たり、譲受人が要綱の規定に基

づき八王子市と協定を締結することを停止条件として付さなければならない。  

３  譲受人が前項に規定する協定を記載した書面を八王子市に提出した場合には、この協

定はその効力を失う。  

 （補則）  

第７条  この協定に定めのない事項又はこの協定に関する疑義が生じた事項については、八

王子市及び所有者が協議して決定する。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、八王子市及び所有者がそれぞれ記

名押印又は署名の上、各自その１通を保有する。  

 

  令和      年     月     日  

八王子市   住所    八王子市元本郷町三丁目 24 番１号  

名称    八王子市  

代表者  八王子市長              印  

 

所有者     住所  

氏名                        印  


